
 

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案要綱  

 

 

国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変

化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、次により、国

家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正することとする。  

 

一  旅費の計算等に係る規定の簡素化  

１  旅費について、最も経済的な通常の経路及び方法により旅

行した場合によって計算することとした上で、旅行に要する

実費を弁償するためのものとして、その計算に必要となる種

目及び内容に係る規定を簡素化することとする。（第６条関

係）  

２  旅 行 命 令 簿 等 及 び 請 求 書 の 様 式 に 係 る 規 定 を 削 る こ と と

し、旅行者に対する旅行命令簿等の提示を、旅行命令簿等に

記載又は記録をする事項の通知に改めることとする。（第４

条及び第７条第７項関係）  

 

二  旅費の支給対象の見直し  

１  出張の定義に、旅行命令権者が認める場合には、住所、居

所 そ の 他 旅 行 命 令 権 者 が 認 め る 場 所 を 離 れ て 旅 行 す る こ と

を加えることとする。（第２条第４号関係）  

２  旅 行 業 者 等 が 国 に 対 し て 旅 行 に 係 る 役 務 そ の 他 の 政 令 で

定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、国が当該

旅 行 業 者 等 に 対 し て 当 該 旅 行 に 係 る 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を

支払うことを約する契約（旅行役務提供契約）を締結した旅

行業者等（以下「旅行役務提供者」という。）に国が支払う

べき金額がある場合には、旅行者に対する旅費の支給に代え

て、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当する

ものとして支払うことができることとする。（第２条第８号、

第３条第８項及び第７条第１項関係）  

 

三  国費の適正な支出の確保  

１  旅 行 者 又 は 旅 行 役 務 提 供 者 が こ の 法 律 又 は こ れ に 基 づ く

命 令 の 規 定 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 又 は 旅 費 に 相 当 す る 金 額

の支払を受けた場合には、支出官等が当該旅費又は当該金額

を返納させるとともに、当該旅費の返納に代えて、旅行者の

給 与 又 は 旅 費 の 額 か ら 当 該 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を 差 し 引 く

ことができる規定を新設することとする。（第 10 条関係）  

２  この法律の適正な執行を確保するため、財務大臣が各庁の

長に対して、この法律の執行状況に関する資料若しくは報告

を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要

な 措 置 を 求 め る こ と が で き る 規 定 を 新 設 す る こ と と す る 。

（第 11 条関係）  



 

四  その他  

  その他所要の規定の整備を行うこととする。  

 

五  施行期日  

こ の 法 律 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る こ と と す る 。  


